
＊体験活動の新たな凰開として

これまで、県教育委員会では、小学校で職場見学、中学校で職場体験、高校でインタ ーンシップ（就業体験）を推

進してきた。今後は、 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、各学校が主体的に取り組む地域や企業等と連携

した体験活動の実施が重要なことから、それぞれの地域や生徒の特性を踏まえた、次のような多様な体験活動の

展開も考えられる。

く多様な体験活動の例＞

・アカデミック・インターンシップ

研究者や大学等の卒業が前提となる資格を要する職業を含めた就業体験（研究や実習等の体験等）

• PBL（プロジェクト型学習、問題発見解決型学習）

企業等と連携し、 出されたミッションや問題 の解決に向けてチ ームで主体的に活動し、 目標達成を目指

す過程での学びを得る実践的学習法

・ジョブシャドウイング

働く大人（メンタ ー） に影のように寄り添い、観察するプログラム

＊特別支援学校におけるキャリア教育につながる体験活動の充実

特別支援学校においても、 特別活動を要とした小中学校及び高等学校に準じた指導に加え、 児童生徒がそれぞれの

障害の状態や発達の段階等に応じ、 「主体的に自己の力を可能な限り発揮し、 よリよく生きることを学ぶ」 自立活動

での指導を含めて学校教育活動全体で取り組むことが重要である。

小学部では、 生活科の「基本的生活習慣」や 「人との関わり」、 「手伝い ・ 仕事」等の教科の内容等を指導の中心に

据え、 日常的で具体的な活動や体験を通して必要な資質 ・ 能力を育成している。 また、 中学部では、 小学部で育成し

た資質·能力をもとに将来の生活や社会、 職業をより意識できるよう職場見学や校内での実習等も行いながら、 必要

な資質 ・ 能力を育成している。 その上で高等部では、 卒業後の具体的な生活や就労を見据え、 校内実習 や校外での就

業体験をとおして、 生徒が、 見通しをもって卒業後の生活が送ることができるよう、 必要な資質・能力を育成している。

また、 特色ある取組として、 キャリアを見据えた、 小学部、 中学部、 高等部合同で定期的に取り組む活動を設定し

ている学校もあり、 活動を共にすることで、 中高等部の生徒がロ ー ルモデルとなり、 小学部段階 では「なりたい自分」

を意識することにつながり、 中高等部の生徒は自己肯定感を高め、 一人一人のキャリア形成と自己実現の機会となっ

ている。

特別支援学校のほとんどは、 小中高等部が設置されていることから、 その特色を十分に活かし、 つながりのあるキャ

リア教育を目指すことが重要である。

学校 ． 家庭 ． 地域との遍携

これまでも学校は、教育活動の実施の場面で、家庭や地域の協力を得てきたが、今後、一層家庭や地域と目標やビ

ジョンを共有し、家庭の役割や責任を明確にしつつ、具体的な連携を強化するとともに、地域と一体となって子供た

ちを育む、地域とともにある学校へ転換を図ることが求められている。

子供たちが地域の行事へ参加、地域の課題解決に向けて取り組むことは、学習意欲、自己肯定感を醸成させたりす

るとともに地域の教育力向上及び活性化、学校との信頼関係構築などにもつながる。地域との連携 ・ 協働にあたっ

ては、コミュニティ ・ スクールの仕組みの活用や、地域学校協働活動などが有効な手段となりうる。

また地域との連携 ・ 協働を継続的かつ有機的な取り組みとするためには、地域社会が持つ教育資源と学校とを結

びつけ、児童•生徒等の多様な能力を活用する「場」を提供することを通じてキャリア教育を支援するキャリア教育

コー ディネ ータ ーや、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るために委嘱される地域学校協働活動推進員

など、学校と地域をつなぐ役割を担う人材の育成や連携が求められる。

学校と地域等との連携については、

これまでも推進してきたところではあ

るが、子供た ちを取り巻く環境が多様

化、複雑化する中、平成29年4月に、コ

ミュニティ ・ スク ー ル（学校運営協議会

制度）に関する法改正が行われた。

コミュニティ ・ スクールは、学校と地域

住民がともに知恵を出し合い、学校運営

に意見を反映させることで、一緒に協働

しながら子供たちの豊かな成長を支える

仕組みである。

県内でも、コミュニティ ・ スクールを導

入している小中学校はあるが、今後は高

等学校においても、広く地域や社会の参

画 ・ 協力を促進することは、学校運営の改

善につながり、キャリア教育の推進や学

校の魅力化、特色づくリに資することか

ら導入が進むことが望まれている。

学校関係者評価の仕組みを活かしたコ

ミュニティ ・ スクールにしていくことで、

学校 ・ 家庭 ・ 地域の関係者が共に成果や課

題を共有し、取組の改善に活かしていく

・ ムクー II・（学校運営協議会制麿）
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学校運営のPDCAサイクルが有機的に機能していくと期待されて

いる。

また、これまでも、学校評議員制度等で、保護者や地域住民から意

見をもらう仕組みはあったが、地域住民が当事者として、学校運営に

参画することを通じて、学校と地域の連携·協働体制が組織的、継続

的に確立され、「地域とともにある学校づくり」や「課題解決に向けた

取組」を効果的に進めることができる。

21 22 


